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おわりに

はじめに

1984年11月末，ブルネイの法制度について現地で調査

する機会を得た。 3日間という限られた期間であったの

で，その表面告となぞっただけにすぎないが，同国の法制

度の概観を行なったものがほとんど存在しないという状

況に鑑み，その成果きと報告する次第である住1）。現地調

売に際しては，外務省，日本国ブルネイ大使館，三菱商

事さらにブルネイ法務省および最高法院等の多くの方々

の協力を得ている。記して感謝したい。

（注 l〕 筆者は，別に主観的な印象記ともいうべき

「プノレネイ法制度瞥見J（『アジ研ニコース』 1985'!'-3 

Jl 号 20～2：~ベージ〕を公表しているので，あわせて

読んでいただければ宰いである。なお同誌所収の木村

隊男「新興国プツレ不イの康史と現実」 （同lニ誌 1985 

年 3月号 16～19ページ〉も参照されたい。

安 旧
判
ウ
ん

；｜じボルネオおよびブルネイの 3地域安保護領（protec-

trate）とした（陀l）。この結果シンガポールの泌峡櫛民地

総替がブルネイに関しては高等弁務官（highcommi司

ssioner），およびその他の2地域については代理宵（agent)

に任命されている。もっとも当時同様に保議償化しつつ

あった？レー半島とは異なり，しばらくは駐在宵（resi伺

dent）はおかれなかった。ブワレネイにこれがおかれたの

は1906年，サラワクのブツレネイに対する影響が無視でき

ないものとなってからである（体2）。

この駐在官の派遣はフツレネイの法制度に大きな影響を

及ぼしたの駐T安打は宗教およびマレー慣習に関するもの

を除く一切の事項についてスルタンに助言する権限を有

していたが（rt3 i，この助言によるスルタンの交法という

かたちでイギリス法（インドおよびマレー半島での立訟

を含む〉が導入されたからである。 1907年には，国家汗

議会（StateCouncil）が設置され， 27年には，同評議会

のメンバーはかなり拡張されている。しかしそれは職務

上のメンパーとff:命による者に占められ，民i設というこ

とはなかっfこ。

第2次大戦中は，全地域が円本軍の山領下に入り，そ

の下でill政が布かれた。

イギリスは，この地域に対する戦後構想として，当初

海峡植民地およびイギリス領マラヤと統合するというそ

I 法史概観 の後のマレーシア結成に近い構想を検討したといわれる

が，これは時機尚早として退けられた。その結果半島部

ブルネイは，マラッカ王国の滅亡後16世紀には海洋帝 では，マラヤ連合（MalayUnion），後にマラヤ連邦

国としてその勢力を拡大し，一時期は版図をフィリピン (Federation of Malaya）というかたちでの統合が進め

のyレソン烏にまで拡げたとされる。しかしその後は衰退 られる一方，イギリス領ボルネオでは3地域の行政的統

の道を辿り， 19世紀末には，サラワクのブルック王朝お 合の努力が続けられることになった（枝4)0 

よび，北ボルネオ会社（NorthBorneo Company）という これらの地域では，戦後北ボルネオ会社およびサラワ

イギリス系植民地勢力の狭間に閉じこめられ，その存続 クのプルック疋朝が統治権を放棄し，その結果両地域

が危ぶまれるまでにいたった。 は，イギリス国主に直接的に従属する「直轄楠民地J

イギリスは，北ボノレネオ地域についてスペイン，オラ (Crown Colony）とされるにいたった。このなかでもア

ンダとの聞で勢力圏を調整した後， 1888年にサラワク， ルック王朝下で比較的統治制度の整備が進んでいたサラ
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Ⅱ　統治機構
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ワクがその中心となった。｜白］植民地の知事はブ）レネイの

山i等弁務官を兼務し，その法務長官は岡崎にブJレネイの

法律顧fl¥](legal advi閉めとされた悦5＼この結果サラ

ワクでの法の制定がほぼそのま京フヂルネイに導入される

という状態が続いた。 1951＼‘にサラワクのil'f都クチンに

この 3地域に対して＊申待機を行使するサラワク・北ボル

ネオ・ヅルネイ；般商法院が設授与れたのはこの明白から

である。

1959年ブルネイはイギリスとの協定により「滋法J

( constitution）を制定し，悶防と外交を除~肉 tfl械を回復

した。同時に駐在'If制度t主席止された。この癒訟は，た

びたびの改正台経なが九もブルネイの現行憲法である。

この後Lばんくは，本格化したマレーシア構想、まめぐ

ってブツレネイは，対内・対外的にゆれ動くが，段終的に

は，これに加わらず従来どおりイギリスの保3装備の道を

Jかむこととな，＇た。この過程で 1962年の政治的混乱もあ

って，その後は非常事態体制の継続と立法・行政のほぼ

全権限をスルタンが掌探するどし、う， 'flミlfiiJJ:f立時代錯誤

的ともいいうるほどの工事制的な政治構造を維持しなが

ら，例年1月の独立を迎えたのであるの

(l-U〕 実1持活「ォミノレネオ北郎に於ける茶阿の裁＇ j

"fU；号機一一一世立に同敗方に関する凶際関係附史一一一J

（『国際法外交雑誌』第43J:1第3号〕 209ベージ。

Cit 2〕 Turnl山 11,C. Mary, A Short l!istory of 

Afalaysia, Singapore and Brunei, シンガポーノレ，

Graham Brash, 1980-:+, 167ページ。

〔段3〕 括主it・行の権｜肢は明確でないが， 1959年百憲法

により廃止されるまで「はば専持11的な権力（despotic

power) t：行使したJといわれる。 SheridanL. A恥制，

A1alaya and Singapore: The Develop汁unt円fthe 

Laws and Constitutions, ロンドン， Stevensand 

Maxwell, 1961年， 120ページ。

（注4) Turnbull，前掲者， 249～250ベーン。

（注5) Sheridan，前掲奮， 124ベージ。

日統 治 機 構

t，，その概要をみよう。

議ま法典の章別構成は，第 1意前文（第 1～2条），第

2~ 宗教（第 3条），第 3意執行機（第 4条〕，第 4

章板宿院（第5～9条），第5！雲大医協議会（第10-

22条），第 61雲立法評議会（第23-38条〉，第7主主立

法および立法評議会手続（第39～55，条〉，第8家 財政

（第56～69条〕，第9家公務（第70～78条〉，第10章

！認印（第79条），第11奪 雑則，第12章表憲法の改正お

よび解釈（第85-86条〕となっている。

一見して明らかなように，恭本的人権および司法に関

する規定を欠いている。前者に関してはイギリス法系慾

決（たとえばオーストヲリア怒法〉では珍しいものでは

ない（も η どもインドや？レーシア合はじめとするアジ

アの！日イギリス領系諸問の大半では窓法典中に慈本的人

械の保障を預っている〉。後半？に関しでは，司徐制度のと

ころでふれるように照史的な現由に上る。しかし， ft＇／｝~

．行政を合むすべての権限がスルタンに集中するとい

う，現代ttt:Wの憲法典としては時代錯誤的 ／：： v'v、うるほ

どの専制的構造を有しているとこどは否定しえない。以

下，立法評議会，大阪協議会および釈密院という同家機

構？を中心にその構造について略述する（第 1図参照〉。

I. 立法評議会（LegislativeCouncil) 

議法は，）~：法械に関しでは，スルタンが立法評議会の

助言と同意をもって行なう，と規定している（第39条〉。

このような規定のしかたは，かつてのイギリス領植民地

憲法に共通するものである〈ただしこの場合，三t体はイ

ギリスより派遣される総務であることはいうまでもな

い〕。しかし他の諸闘では，民選議会が立法の主導機を

確立することにより，いわゆる議会主権の原則が維持さ

れていくのである。これに対して，ブルネイでは，以下

のように形式上はもとより実質的にもスルタンが強力な

立法権を維持している。

第 1に，：立法認議会を構成する職務上，公職および指

名どいう 3積の議員は，結局のところスルタンが自由に

任免し得る議員であり，選挙制は採用されていない（第

24条〕。

第2に，具体的な立法手続に際しでも制限が加えられ

スルタンは， 1984年の独立と同時に立法参事会を解散 ている。すなわち銀行券の発券等，スルタンの条約上の義

し，それ以降は，勅令（order）による一連の立法により 務に抵触するもの，または国防・治安に関する立法の審

独立後の統治機構を繋えている。 1959年の憲法は，とれ 議につu、ては，スルタンの事前の承認が必要である（第42

らの勅令により独立聞の体裁にふさわしヤように改めら 条〉。評議会を通過した法案は，スルタンの裁可（assent)

れた。その全貌はいまだ明らかではないが，現地調盗中 を得て法律となる。多くの閣ではこの穏の裁可を当然に

に入手した憲法典の改訂版のドラフト必 I）を紹介しなが 義務づけるという方向に向かいつつある（作2）。しかし，
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第 11頚プ ノ レ ネ イ憲法上の統治

法案裁可

プルネイではスルタンの拒否権は当然のこと，逆に法案

が評議会を通過しない場合でも，スルタンは，正当と考

えるときはこれを法律とすることができるとされ（第47

条〕，その超越的立法権限が保障されている。もっとも，

憲法改正については，スルタンは事前に評議会の過半数

による承認をうけなければならない（第85条）。

立法手続等については，三読会制の採用を含めて，基

本的にイギリス型であると考えてよい。現布立法評議会

は解散されたままである。

2. 大臣協議会（Councilof Ministers) 

スルタンは，「最高の執行的権威」（supremeexecutive 

authority）を有するが，執行機そのものは，他に大臣協

議会またはそれが授権する大臣によっても行使される

（第4条〕。

大医協議会は，スルタンが任免する総理大臣（首相，

Prime Minister）その他の大臣により構成される。首

相はスルタンに対して行政上の責任をおい，ムスリムの

プルネイ・マレー（BruneiMalay）である旨などの制限

とともに特別の権限を有する。もっとも協議会の議長に

68 

任命

山

ノレ，

はスルタン自らが就く（第11条〕（注3）。スルタンは，その

権限の行使につき原則として協議会に諮問することを義

務づけられているが，一定の場合にこれは免除され（第

18条〉，またその過半数による助言に反しても権限を行

使することができ，この場合協議会のメンパーはその

助言を議事録に留めるよう要求できるだけである（第四

条〉。なお立法評議会の協議会に対する監督権たとえば

罷免権についての規定はない。

このように，首相も大臣協議会も立法評議会にはなん

ら責任をおうことなく，またスルタンは大臣協議会の助

言宇から完全に独立して権限を行使しうるというかたち

で，その行政上の強大な権限が確保されている。

なお現在はスルタン自ら首相に就任している。

3. 枢密続（PrivyCouncil) 

叡密院は，摂政会議（Councilof Regency）がおかれ

ている場合は，摂政，首相および大臣協議会メンパーそ

の他スルタンの任命する者により構成され，その議長に

は可能な限りスルタンが就任する（第8条）。

その機能は，スルタンに対して，（1）恩赦，（2）憲法改
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正，（3）叙勲位，に関して助言することの他，法またはス

ルタンにより付与された権限を行使することである（第

6,9条）。前2者に関しては，スルタンは，必ずしもそ

の過半数による助言に従うことを要しない。これに反す

る決定を行なった場合には，その旨議事録に記載するこ

とを要するだけである（第 9，出条〕。

（日－ 1) これは，後述する現在編築中の新法令集の

段終校正刷りであり，現地調査時点、におけるすべての

i夜、法改正を燃りこんでいる。したがっと厳密にはいま

だ「法律テキスト」とはいえないにしても，本稿のよ

うな概観に際してはこれに依拠しでも問題はなかろう

と考える。なわこの資料に tると慾／；:/:iは， 195911'-の憲

法制定以降以下のような改正を経てきている。

Constitution (Amendment) Proclamation 1961-S. 

121/61 

Constitution (Amendment) Proclamation 1963-E. 

2/63 

Constitution (Amendment) Proclamation 1964-E. 

4/64 

Emergency (Constitution) (Amendment) Order 

1983-S. 32/83 

Emergency (Constitution) (Amendment & Sus-

pension) Order 1984 S. 8/84 

Emergencyア（Constitutio孔.） (Amendment) Order 

(No. 2) 1984-S. 11/84 

（注2〕 もっとも，マレーシアでは， 1983年，国王の

毅可を制限する憲法改正なめぐって，マハティール首

相を中心とする閑会と岡正側で厳しい対立が生じ，結

果的には国玉の裁可権を強化するという憲法改正が行

なわれたことはお憶に新しい。これに関しては，Lee,

H.P.，“The Malaysian Constitutional Crisis: King, 

Rulers and Royal Assent,." Lawasi九第3巻第 1

i;-, 1984年， 22～38ページおよび竹下秀邦「改憲でつ

まづくマハティーノレ政権J（『アジアトレンド』第25号

1983年冬〕 14～20ベージ参照。

（注3) この結果かつての「宰相」（mentribesar) 

は廃止されたことになる。もっとも憲法のテキストを

みる｜民りでは本文中に述べたように，首相の地位は，

決して他のイギリス法系諸国のような行政の中心とい

うものではなく，大臣の第市入者ともいうべきもので

める。スノレタンが閣議（協議会〕を主催 L，綾高の行

政責任者であるなどという点を考慮すれば，スJレタン

と首相との関係は，世襲制を別にすれば， ドゴーJレ体

制における大統領と首相との関係に類似する， ともい

えよう。

E 法源

プノレネイも他の旧イギリス領植民地と同じく，植民地

時代を通じて，イギリス法ないしイギリス起源の法律が

積極的に導入されている。この方法には，裁判所のf!J例

を遇じるものを別tとすれば，イギリス本国法（帝国法〉

によるものと現地の立法によるものがあった。

前者はイギリス国会が特定の法律に際して植民地にも

適用のある旨を定める場合である。

後者に関しては， I開6年以降個別立法が制定されてお

り，かつ51年には法律適用法（Applicationof Laws 

Enactment）が制定されている。同法は，マレーシアや

シンガポールの民事法（civillaw act）と同系列に属す

るものであり，プIレネイ内に法が存在しない場合には，

同法制定当時のイギリス法〈制定法のみならずコモンロ

ーおよびヱクイティ lr含む〉が適用されると定める。た

だしこれらの法律はその地方的条件と現地の慣習による

修正をうける。

プルネイの場合，これに加えてマラヤ法準用法

(MalayaロLawsAdoption Enactment）が制定されてい

る。同法はマラヤ連邦の制定法のいくつかをそのままプ

ルネイに導入する旨定めている。これらの法律には，

証拠法（EvidenceEnactment），契約法（ContractEn-

actment）や民事訴訟法典（CivilProcedure Code）など

が含まれている。

その他に1906年以降，スルタンの立法権にもどづく立

法が行なわれているが，刑事や商事関係におけるもの

は，ほとんどサラワクやマラヤの立法を範としており，

これらの多くは19世紀後半のインドの法典化にその淵源

を辿ることができる。

これらの立法は， 1951年に La叩 sof Brunei Revised 

Editions （全2巻〉に収められた。この法令集は1973年

には51年版に収められた法律を更新して再版が出されて

いる。 1951年以降の新制定法および73年以降の改正につ

いては，官報（第1部法律，第2部政令，第3部法案〉

によるか，億年出される Enactmentof Brunei (1970 

年以降は， Lawsof Brunei）により知ることができる。

現在， 1984年時点の現行法をすべて網羅した Lawsザ

B内meiRevised Edition 1984が編纂中である。

なお，政令についても1955年に SubsidiaryLegisla・ 

tions of Bruneiの改訂版が出されており，以降同名の

69 
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シリーズが毎年閲されている。

イギリス1.t系諸悶にあっては，判例が独自の法源どさ

れる結果，判例集は，法律を知るうえで不可欠の資料で

ある。しかし，ブノレネイでは1963年独自の裁判所を有し

て以降，半lj例集を公刊していない。もっとも現在これな

公刊すべし法務省で準備作業が進められている。

ブルネイは完療法中にもムスリム国家であること安主主脅

している（第3条〕。もっともマレーシアと同じく宗教の

自由は認められているく人口の20;,1;;，トは中国系である）。

ムスリムについては，宗教および婚姻・離婚に関してイ

スラム法の適用を認めており，独内の裁判所（kathis

cou吋）を設けている。

その他の慣習法についても制定法に規定のある場合を

除き，それが合理的である限り，認めているようであ

る。おそらく中国系市民を対象として， 1961年婚姻議録

法（Registrationof Marriage Enactment）と養子登録

法（Registrationof Adoption Enactment）が制定され

ている。

立法評議会の立法は，かつては，マレー諸外｜のそれと

同様“enactment”という語が使用されていた。しかし，

1983年の訟律改訂法（LawRevision Act) により，

“enactment”はすべて“act”に改められることとなっ

た（it:1）。もっとも1984年の独立以降立法滞議会は解散さ

れたままであり，この／illの立法は，戒厳令にもとづく国

王の勅令という形式により行なわれている。

（注 1) 本稿では，同年以降に改訂きれたものを除

き制定時点の呼称合そのまま採用している。

W 司法制度

すでにみたように， 1963年に「サラワク，北ポル・ネオ

およびフソレネイ最高法院」がマレーシアのボルネオ高等

裁判所に編入された後，ブルネイは， 「最高法院法」

(Supreme Court Enactment）を制定し，独自の上｛）＇f.裁

判所を有するにいたった。もっとも下位、裁判所に関して

は，それ以前から「下級裁判所法J(Subordinate Court 

Enactment）が制定され，独自の裁判所を有していた。

このように上位裁判所と下位裁判所を商然と区別するこ

とは，マレーシアやシンガポーノレとともにイギリス司法

制度の強い影響をうけているとどを示している。またと

の上位裁判所からイギリス本国枢密院司法委員会への上

訴もほぼ無限に認められている（各裁判所の機構と上訴

に関するブ Hーチャートについては第2図参照〉（注l）。
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1. 上位裁判所

最高法院法は，控訴院（Courtof Appeal）とi均等法院

(High Court）の2級の上位裁判所について規定してい

るの前者は長J庇（President）を長ーとして 2人の判事，後

者は首席判事（ChiefJustice）を長として複数の判事か

らなる。

いずれの'jolj：事もスルタンにより任命夜れるが”その資

格要件として英連邦諸問の高等法院と同格の裁判所の判

事：の経験またはかかる裁判所における 7年以上の実務経

験が要求される。定年は…応65歳とされているが，スル

タンはこれを延長することができる。定年求では職務執

行の不能または非行のある場合を除きその意に反して髄

免されるこどはない。このような事由が存すると考えら

れる場ft，スルタンは判事の停職を命ずることができる

が，この場i介でもイギリスの相互徳院の助言合うけなけれ

ばならない。このように滋法の他の機構に比して不釣合

なほどこれらの半I)：事の身分保障が閃られている。これ

は，ボルネオ尚裁の規定をそのまま採用したものと考え

られ， イギリスないしその植民地司法の伝統合引継ぐも

のである。

実際には， i司法院設置に際してのイギリスどの協定に

より，判事はすべて香港の高等法院から派遣されてU、る。

捧訴院長’皮にはその前首席判事が，高等法院首席判事に

は現職の首席判事が任命されるといわれる。当然にこれ

らの判事はブノレネイに常駐しているわけではなく，控訴

院の場合年2li!I，高等法院については隔月の開延期に短

期間滞在するにすぎない。したがって日常の司法行政事

務は，最高法院首席レジストラー（彼は同時に法務省司

法局〔JudicialDepartment〕の長でもある〉が行なっ

ている。この職には数少ないブルネイ出身のイギリスの

パリスタが任命されている。

司法管轄に関しては，高等法院は，イギリスのそれと

同様，原則として一切の民事および刑事の事件について

第1審管轄権を有するが，後述のように下位裁判所にか

なりの第1審管轄権が与えられているので，ぞれを超え

る事件について管轄権を有することになる。また，この

結果としてこれら下級の裁判所の判決に対して上訴管轄

機の他に，再審理権（revision）を有している。

審理は単独審を原則とするが，死刑または無期懲役を

l-'1-しうる7事件については， 2人の参審日（asse問。rs）が

参加する。陪審市lは採用されていない。隔月に開かれる

法廷では平均10～15イ牛の事件が処理される。

控訴院は，その名のとおり高等法院からの上訴を管轄
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（民家）原則としては訴額10万

プルネイ・ドル以下目

（刑事〉不明（7 ジストレート
と同じ）

（民事）原則として訴額1万ブルネイ・
ドル以下II

（刑事） 5年以下の拘禁刑u：服する犯罪

（山所） 司王者作成。

C He) 1) ただし (1）政府の命令に刈する争い，（2）土地法典上の権原をめぐるさ骨い，（3）不動肢に関する訴え，（4)

契約の特定緩行，（5)j貴行の検認・執行，号事については管職権を有しない。したがってこれらの事件は高

等法院の第 1半年管憾に)j民することになろう。

2) .llr額が 500ァソレネイ・ F－；レを加える事件に対するJi主務判決については権利として認められるが，それ

以 fのhe事事件のやljf｝／：・命令については判事の許可 (leave）のある場合にかfられる。

J) 同裁判所は_l：訴（appeal）の他に直下の裁判所の判決等について再審理（revision）の決定権を有する。

これは中請にもとづき裁判所がcp統ぎの適法内合チェッグするものであり，公判は行なわれないといわ

れる。正当腿由があれば下級審に裁判のやりiほしを命ずるか，自ら審理念行なう。これに対応して下級

訴はモれぞれに法律問題について照会（refer）することがおめられている。

する。この裁判所への上訴は，特別法による定めのある 5年に 1度くらいであろうということであった。

場合を除き，いずれかの裁判所の許可（leave）により行 2. 下位裁判所

なわれる。なお控訴院は， 1983年の法改正により，高等 1983年に下級裁判所法が全面改正された。この結果，

法院判決に対する再審理機を与えられるにいたった。岡 下位裁判所制度は大幅に簡素化されている。その定義規

院の審理は，長官と 2人の判事による合議による。年2 定中には，司法職員（judicialo侃cer）として，？ジス

聞各｜期延期には平均5～7件の事件が処理される。 トレート（magistrate), レジストラー（registrar）およ

なお搾訴院の判決に対しては，イギリスの枢密院司法 び検屍官（coronor）の 3種が認められている。このう

委員会への上訴の道が残されている。これは，イギリス ち，裁判所としてE主要なのは，マジストレートである。

横民地に共通する制度である。他の諸国ではこの上訴を かつては， 3級のマジストレートがおかれていたが，現

廃止ないし制限する方向にあるが，ブルネイでは民事に 行法ではマジストレートと首席マジストレート（chief

ついて訴額を， 500ブルネイ・ドル（以下単にドルという） magistrate）の 2種が認められている。後者はより広範

以上とかぎる他は，刑事・民事について一切の制限はな な司法管轄権とともに，下位裁判所全体の行政事務に対

いと聞いた。もっともこれは同委員会または控訴院の許 する殿督権を有している。

可を条件とする。ブルネイから同委員会への上訴は 4～ u、ずれもスルタンにより任命されるが，法はその資格
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等について何らの規定もおかれず，また上位裁判所判事、

の場合のような身分保障に関する規定もない。実際に

は，このレベルの判事も外国人法律家（主としてマレー

シア人〕が一定期間（ 3年間といわれる〉の契約により

任命されるケースが圧倒的である。最近はじめて，現夜

存在する 3マジストレート職のうち，一つがプルネイ人

女性により占められたと聞いた。彼女はイギリスのパリ

スタであり，前職は副検事であった。

マジストレート裁判所の管轄権は，民事に関しては訴

額が1万ドル以下の事件とされるが，スルタンや政府高'ff

を当事者とする事件，不動産関係や遺言に関する事件な

ど大幅な除外規定が設けられ，これらは高等法院に直接

訴えられる。なお首席マジストレートについては，法律

上訴額が10万円レと引Jニげられており，スルタンはこの額

Irさらに引上げうるものと定められてし、る。

その刑事に関する管轄権は，刑事訴訟法典に定められ

ているが，原則として5年以上の懲役を科しうる事件に

ついては管轄権を有していない。

3. 弁護士

プルネイには大学はなく，したがって法曹教育も外国

に依存している。 1982年には「弁護士法」（LegalPro-

fession Enactment）が制定されているが，これによれ

ば，弁護士の資格要件として，（1）シンガポール大学，マ

ラヤ大学その他指定する大学の法学士，［2）イギリスのパ

リスタまたはソリシタ，［3)7レーシアとシンガポールの

弁護士，（4）その他これに代わる資格を有する者とされて

いる。これらの者は，最高法院の認可により弁議土

(advocate and solicitor）として登録され，かっその監

督に服する。

とれらの資格を有する者はかぎられており，法務省内

にも10数人がいるにすぎないといわれる（ブルネイ開業

弁護士は20～30人程度であろうど聞いた〉。

（注1〕 普通裁判所とは別にイスラム問題を扱う裁

判所としてカティ裁判所→宗教評議会という 2級の機

構がある。これについては Religious Council and 

Kathis Court Enactment, 1955，が制定され，若干の

実体規定とともにその手続について定めている。また

滋法は，その解釈の疑義を決定寸る機関として「憲法

解釈委員会J(Interpretation Tribunal）の設置につい

て定める（第 86条〉。この機関は，スノレタ γの任命す

る3人の委員（うち議長は法律家たることを要する〉

により構成され，スノレタンの付託のある場合に憲法解

釈問題が生じたときは当事者は裁判所に対してスノレタ
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ンにその｛寸託の請求を行なうように要求することがで

きる。もっともスノレタンはこの請求に従わなくともよ

い。この委員会の決定は最終的であり， したがってこ

れについてはイギリスの似密院へのi二訴もできないと

いうことになろう。

おわりに

以上簡単にみたように，ブルネイの国家法制度は基本

的にイギリス系であり，康史的経緯からマレーシアとく

にサラワク州と共通する点が多い（注l）。また上位裁判所

の判事は香港のそれが兼ねているというところから，最

近では香港の影響が大きい。たとえば現在編纂中の法令

案は明らかに香港の法令集をモデルとしている。この点

については，ブルネイが1997年以降もこれを継続しうる

のか，そうでなければ上位裁判所の判事をいかにして調

達ないし育成するかは興味深い問題である。

これとともにこれからもスルタンに全権限を集中させ

るという専制的統治体制をどこまで維持しうるのかとい

う問題もf重要であろう。繰り返し述べるようにこの点に

関する憲法の規定は時代錯誤的であるとしかいいようが

ないからである。

もっともイスラム国家を標携するかぎりにおいて，こ

のような滋法構造はむしろ当然であるかも知れない。さ

らに人口の大半を占めるフ事ルネイ・マレー人は，婚姻，離

婚や相続という日常の生活レベルでは，むしろ宗教評議

会およびカティ裁判所というこれらのイスラム制度（そ

れは悶有のアダットと不可分に結びついていると考えら

れる）と深く関わっているのであり，イギリスの伝統を汲

む公式法制度に対しては例外的に関係するにすぎない。

このほぼ完全ともいうべき法制度の二重構造は，多か

れ少なかれ発展途上国に共通するものであり，いわゆる

「近代化」の進行とともに，取引や都市生活を中心とし

てイギリス型の近代法の適用領域は拡大すると考えられ

よう。しかしわずか人口20万という日本の中小都市並み

の国家において，独カでこのような法制度を維持・発展

させるためには，人的にもかなりの負担を強いられるこ

とになろう。との点からみれば，裁判所の判事のほとん

どを外国人に依存しているということは，独:ir.国家とし

ての体面はともかく，故なしとしないのである。

〈注 1) もっともザパ，＋ラワクなど商マレーシア

の法制度が，最近急激に東マレーシアのそれに統合さ

れつつあることは注意を要する。

〈アジア経済研究所経済協力調査室〉
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